
令和6年6月1 1日宣告

令和5年（う）第24号

裁判所書記官 佐々木 純愚

-

�

―

 

本

住

籍

居

^
9

ぐ

＾
し

＾

＇
 

c

.な

ど

し・

C

.,

．．

．．
 

,.

‘.
 

`

`‘
 

．
．

 

^.
9
く
入

ヘン

r
ゞ

i
4

今．

¢
}̂

i
`

 ..
 

｀

，

．、．

(

r

、.

上記の者に対する電子計算機使用詐欺被告事件について、令和5年2月2
8日山口地方裁判所が言い渡した判決に対し、 被告人から控訴の申立てがあ
ったので、 当裁判所は 、 検察官岡本安弘出席の上審理し 、 次のとおり判決す
る
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本件控訴を棄却する 。

理 由

文

y 
一

本件控訴の趣意は、弁護人山田大介（主任） 、 永井翔太郎、関口慶太及び
齋藤理央共同作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書並びに令和5年1 2月
3 1日付け、令和6年1月4日付け、同月8日付け及び同年3 月4 日付け各
補充書面に記載のとおりであり 、 これに対する答弁は、 検察官作成の答弁書、
答弁補充書及び答弁補充書2に記載のとおりであるから 、 これらを引用する。

論旨は 、 要するに、 (1)刑法246条の 2 の解釈の前提となる事実を誤認し
て同条の解釈適用を誤り、被告人に電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原
判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認ないし法令適用の
誤りがある、(2)原審には、 審理を尽くさないまま不意打ち的な認定をするな
ど 、 判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある、という
ものである。
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そこで、記録を調査して検討する。 なお、弁護人の主張内容に鑑み 、 以下 、

控訴理由の論理的順序にかかわらず、 事実誤認ないし法令適用の誤り をいう

論旨に対する判断を示した後に訴訟手続の法令違反をいう論旨に対する判

断を示すこととする（なお、略称については、 特に断らない限り 原判決のそ

れと同様である。） 。
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原判決の判断概要等

原判決が認定した犯罪事実の要旨ば、• 
11111111! 

人口座に、 11111111町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として

4 6 3 0万円を誤って振込入金．したことを知った被告人が 、 被告人口座

に振り 込まれた本件誤振込金が被告人に無関係なものであることを認

識しているものの、その旨を·� 1 

本件誤振込金についてデビットカ ー ド情報を利用して決済代金の支払

委託等をすることが許されないにもかかわらず、 インタ ーネットに接続

した携帯電話機を操作して、被告人口座を決済口座とするデビットカー

ド情報を利用して支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報（なお 、

込依頼等をする旨の虚偽の情報」との記載部分は、前提となる当該事実

摘示からして、 （決済代金の） 「支払委託等をする旨の虚偽の情報」の

明白な誤記と認める。 ）を一銀行の電子計算機に与えて同銀行

の··'デビット資金精算口口座の預金残高を合計3 3 0万0406

・円分増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るな ど

し、合計アメリカ合衆国2万4000ドル余り 相当のオンラインカジノ

サービスを利用し得る地位を得て 、 もって財産上不法の利益を得た（原

判示第1 の事実）、（2）本件誤振込金について振込依頼等をずることが許

されないにもかかわらず、 インタ ー ネットに接続した携帯電話機を操作

行の電子計算機に対し、 被告人口座から複数の第三

者名義の口座に振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え 、 上記第三者らの

して 、

「振
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預金残高を合計 4292 万 4 6 9 1 円増加させて財産権の得喪、変更に

係る不実の電磁的記録を作るなどし 、 オンラインカジノサービスを同合

計金額相当分利用し得る地位を得て 、 もって財産上不法の利益を得だ

（原判示第2の1ないし3の各事実） 、 というものである。

町職員が本件誤振込金を被告人口座に振り込んだ時点原判決は 、
・ ■

において、 被告人と
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銀行との間に本件誤振込金相当額の普通

預金契約が成立し、 被告人が同銀行に対し本件誤振込金相当額の預金債

権を有するとした上で、 被告人は本件送金行為等に及ぶまでの間に本件

誤振込の事実を知っていたのであるから、 信義則上本件送金行為等の時

点で同銀行に対する告知義務があり、受取人としては誤振込の事実を知

った後直ちにこれを被仕向銀行に告知しなければならないと解すべき

であると指摘し 、 被告人は告知義務に違反している状態で本件送金行為

等を行ったのであり 、 被仕向銀行に調査等手続をする利益が認められ受

取人に告知義務があるにもかかわらず 、 告知義務に違反して受取人が上

記調査等手続の完了までの間に誤振込金相当分について権利行使する

ことを許すのであれば、 上記調査等手続を執る利益を侵害する行為を許

すことになるから 、 告知義務に違反している受取人が誤振込金相当額の

権利行使をすることは信義則に基づき許されず、 本件送金行為等は正当

な権利行使とはいえないとの判断を示し、 さらに 、 原判決は、本件送金
行為等の際 、 被告人によって入力された本件送金行為等に関する情報は、 ． 

被告人が直接入力した情報等だけでなく、 その前提として本件送金行為

等が正当な権利行使であるという情報も含まれていると解されるから、 ·.

本件送金行為等が正当な権利行使 でないにもかかわらず、 本件送金行為

等が正当な権利行使であるという情報を一浪行の電子計算機

に与えていると指摘し 、 本件各入力行為は電子計算機使用詐欺罪の「虚

偽の情報を与えた」という要件に該当し 、 その結果オンラインカジノサ

3.

 



..
 t
.

 
ン

，
 

4.

L・
し

99
,.

4̀
 

9
tv

 

s

"t
 

ヽ

t
P .
L
E .f.t.”
4

 

>、 9'
、、
＊ン
・＇

．，
 

＿＿●―-1-‘『●’uù
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第2

1 

ービスを利用し得る地位を得ているのであるから、 同罪の「財産上不法·

の利益を得た」と認められるな どと説示して 、 判示各事実について電子

計算機使用詐欺罪が成立するとの判断を示じたものである。

事実誤認ないし法令適用の誤りをいう論旨について

その論旨は、 まず、 被告人には本件誤振込の事実を本件被仕向銀行に

告知する義務があるとした原判決には事実誤認ないし法令適用の誤り

がある、 というものである 。

(1) 
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所論は、 要旨、 平成 1 5年判例は被仕向銀行が実施する調査、 照会

等の手続の利益を認めているが、誤振込に係る預金の払戻しであるこ

とを秘して行われた預金払戻請求による払戻しと、 これを告知した上

での払戻しとでは社会通念上別個の払戻しに当たり、 誤振込を秘して

された預金の払戻請求は詐欺罪に該当するとされており、 また、 調査

等に必要にして合理的な期間だけ支払を早めたという期間の差異だ

けに着目すれば社会通念上別個の払戻しとはいえないなどとも指摘

し、 信義則上の告知義務を前提に財産犯が成立するのは、・被仕向銀行

の調査等の結果と して預金債権の成立が否定される可能性がある場

合であるな どと主張した上、 本件において 、 本件被仕向銀行は、被告

人による告知を待たずに、 振込依頼人である11rゃ本件仕向銀行か

ら本件誤振込の事実を告げられ組戻し手続の要請を受けていたため、

自行の入金手続に誤りがないかどうかを確認する一方、 本件仕向銀行

及び同銀行を通じて振込依頼人に対し、 当該振込の有無に関する照会

を行うなどの措置については既に終了しており、誤振込金相当額の債

権が成立していることは明らかであって 、 本件被仕向銀行が成立の否

定されるような預金債権をそれと知らずに払い戻すリスクはなくな

っているから、 本件被仕向銀行はもはや被告人の請求に粛々と応じる
・

しかないのであって 、 また、被告人が誤振込の事実を告知するか否か
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によって有意な支払時期の差異も生じないのであるから、 本件被仕向

銀行には、 原判決がいうような「誤振込金についてどのように処理を

するのが相当かを早急に検討する必要」や「その原因行為の有無につ

いて受取人がどのように認識しているかを知る必要」はないなどとい

うのである。 このような所論は、 要するに、 ⑦「振込先の口座を誤っ

て振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座
' : 

�rぐメ '’e
Lo l、i

V、
+
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への入金処理が完了している場合であっても受取人の承諾を得て振

込依頼前の状態に戻す組戻しという手続が執られていること」、①「受

取人から誤った振込があった旨の指摘があった場合にも、 自行の入金

処理に誤りがなかったかどうかを確認する一方、振込依頼先の銀行及

び同銀行を通じて振込依頼人に対し、 当該振込みの過誤の有無に関す

る照会を行うなどの措置が講じられていること」といった平成 1 5 年

判例が指摘する銀行実務のうちの上記①の点に着目し、 上記調査、 照

会等の手続や原判決がいう調査等手続は、 誤記帳や誤発信の有無を確

認して債権の成否に関する調査をすることをいうと理解した上で、 本

件被仕向銀行は、被告人による告知がなくても、 振込依頼人や本件仕

向銀行の申告により債権の成否に関する調査を行い本件誤振込に係

る債権が成立することを判断できている以上、 原判決がいうところの

調査等手続を執る利益は認められず、 被告人には信義則上の告知義務

は認められないなどというものと解される。

しかしながら、 まずもって、 そのような所論は、 平成 1 5 年判例が

指摘する銀行実務において、 受取人が誤った振込があるとの認識を有

していることを被仕向銀行に明らかにすることが前提とされており、

受取人による告知は、 受取人が誤振込であると認識していることを被

仕向銀行が知ることに重要な意義があることを看過したものであり、

平成 1 5年判例や原判決を正解しないものといわざるを得ないので

5
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ある。平成1 5 年判例のいう上記銀行実務⑦は、振込依頼人から誤振

込の申出がされたという事実関係から、仕向銀行の誤発信や被仕向銀

行の誤記帳はいずれも否定されることを前提に、受取人が誤振込であ

る旨の認識があることを被仕向銀行に明らかにした上、受取人の承諾
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ニ
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'
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により組戻し手続が執られるというものである。

①は、受取人が被仕向銀行に対し誤振込がある旨申し出ることにより

被仕向銀行は受取人の認識を把握できるが、その申出が受取人からの

また、上記銀行実務
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ものであり、なお誤発信や誤記帳の可能性も否定されないため、自行

の入金処理の誤りの有無の確認や、仕向銀行及び同銀行を通じて振込

依頼人に対し、当該振込の過誤の有無に関する照会等を行うなどの手

続が執られるというものであり、この場合、被仕向銀行が上記確認、

照会等を行うに先立ち受取人が被仕向銀行に対し誤振込がある旨告

知していることから、上記確認、照会等により誤記帳や誤発信は認め

られず預金債権が成立すると判断される場合にも、関係者の共通理解

の下で、組戻し手続その他紛争を生じさせない円滑な処理が進められ

ることとなるものである。

平成1 5 年判例が指摘するように、このような銀行実務は、普通預

金規定、振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり、安全な振込送金制

度を維持するために有益なものである上、銀行が振込依頼人と受取人

との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができ、ま

た、振込依頼人や受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止する

という観点から、社会的にも有意義なものであるというべきであり、

それ故に、銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込による

ものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事

柄であり、受取人について、自己の口座に誤った振込があることを知

った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込があ

6
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った旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解されるのであり、
加えて、 社会生活上の条理からしても 、 誤った振込については、 受取
人において、これを振込依頼人等に返還しなければならないのであっ
て、誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権
利はないのであるから、そのような告知義務があることは条理上も当
然のことというべきである。 そうすると 、 本件において、・振込依頼人

＇であそ�本件被仕向銀行に対し本件振込が
誤振込であるとの申出がなされていても、銀行実務に沿った事務処理
を円滑に遂行する必要からして、 受取人たる被告人が当該振込につい
て誤振込であると認識していることを、本件被仕向銀行に対し申し出
ていない被告人に、信義則上、また社会生活上の条理からしても、告
知義務がなお否定されないことは当然の帰結であると解されるのであ
る。， 9

原判決の説示には、振込依頼人から誤振込である旨の申出を受けた
にすぎない本件被仕向銀行が本件振込を誤振込であると判断できたか
のような言辞がみられ、また、 本件被仕向銀行が知る必要のある事実

．が原因行為に関する事情であるかのようにとられかねない適切さを欠
．＜説示部分もみられないではないものの 、 原判決は、 平成1 5年判例

曹J＿遍
＇

が指摘する銀行実務の目的を踏まえ 、 その目的達成のために被仕向銀
行に調査等手続を執る利益が認められ 、 その利益を実質的なものとす
るために被告人に信義則による告知義務が認められると説示し、本件
においても 、 本件被仕向銀行が誤振込の事実を実際には知っていると
いう事情があったとしても 、 上記銀行実務の目的達成のために、被告
人が原困行為の有無等についてどのように認識しているかをなるべく
早く知る必要があるから被告人に告知義務が認められるとの判断を示
しているのであり、その判断の核心部分は前述したところの趣旨に沿
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っ た判断と解す るこ と ができるのである。 そのよ う な原判決の判断に

誤りがあるとはい えない。

(2) また、 所論は、 原判決が、 本件被仕向銀行が調査等の手続を執る利

益が具体的にどのような も の かを検討 してお らず、 ま た、 誤振込があ

っ たことを告知 して振込依頼をす る 場合と告知 しない場合とでそ の

後 の手続がどのように異なるのか、社会通念上別個の払戻 しに当たる
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と い えるかどうかを具体的に検討 していない などと原判決を 論 難す

る 。

し か しながら、 所論 は、 いずれも、 前述 し たとおり、 受取人が誤振

込である 旨告知することによっ て初 めて、 被仕向銀行に よ る確認、 照

会等を通 じて銀行実務 の 目 的 を 達成できる ことを看過 し た も のであ

っ て、 平成1 5 年判例や原判決を正解 しない も の と いわざるを得ない

のである。 なお付言するに、 誤振込があっ たこと を 受取人が告知すれ

ば、 被仕向銀行は、 直ちに受取人に対 し組戻 し手続に応 じ る よう説得

でき、 受取人が こ れに応じず払戻請求等をする場合も、 受取人が誤振

込である 旨認めている事実を踏ま え 、 組戻 し手続に応 じさせるための

説得に時間をかけて払戻 し等に応 じる時期を遅らせる と の判断を し、

場合に よ っ て は受取人の権利行使を拒否するとい っ た判断をす るこ

とも可能であ るのに対 し、 振込依頼人から誤振込であるとの申出が さ

れたにとどまり受取人 か ら告知がされ な い まま払戻請求等を受けた

場合、 被仕向銀行は、 受取人に対し直ち に組戻 し手続に応じるよ う 説

得すること はできず、 振込依頼人から誤振込の申出がされたとい う こ

と を告げた上で受取人の認識を確かめ る ことができるにとどま る と

考 えられるのである。 このように、 被告人が誤振込であると告知する

か否かで、 その後の被仕向銀行が執る手続が質的 に異なっ てくること

は明らかであり、 原判決も、 明示は していないものの、 このような判
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断を当然の前提と じ て い る ものと解される のである。
(_3) ま た 、 所論は、 銀行が振込依頼人と受取人の紛争に 巻 き 込まれない

利益がある ことを理 由 に 、 その原因行為の有無等につき 受取人が どの
ように認識 し てい る のかをな る べ く 早期 に被仕向銀行が 知 る 必要が
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あ ると い う 原判決の説示について、 預金債権はその原因行為の有無等
． にかかわらず、 振込依頼人から受取人の預金 口 座に振込みがあった時
に成立すると解されるのに、 被仕向銀行に誤振込の事実を知 る必要が
あ り 、 それが刑事罰 に よって保護され る べ き 程 に 強いものであれば、
被仕向銀行が調 査 をしなかったことが過失とされ て振込依頼人から
損害賠償を請求され る こ と に も な り かねず、 誤振込は本来は振込依頼
人と受取人間の原因関係をめ ぐ る ・ト ラ プルなのに 、 銀行を紛争に巻き
込むこと にもなり、 結局、 被仕向銀行に原因関係の調査義務を認め 、

被仕向銀行 に調査のための コ ス ト を掛 け る ことをも求める ことにな
さらには、 銀行利用者と しても、 銀行から、 原因関係の調査を理

由として取引 に制約を受 け る 危険性が増大し 、 その結果銀行取引全体
の コ ス ト が増大し 、 安価で多数の取引 を可能とする社会の基本イ ンフ
ラ と も いうべき 銀行の送金シス ・テム全体を不安定なものとし 、 国民全
体の利益を阻害するおそれがあ る な どと襖々 原判決を論難する。

しか しながら、 所論がいう 「調査」 の対象は 、 その主張内容からし
て振込依頼人 と 受取人との原因関係の有無そのものをいうものと解さ
れ、 前述した と おり、 原判決 に はそのよ う にとられかねない よ うな適

り 、

切さを欠 く 説示部分がある ものの、 被告人に認められる告知義務の内
容は本件振込が誤振込 で あ る ことの認識であり、 前述 した銀行実務の
在り 方からすれば、 上記告知義務によって本件被仕向銀行に対し原因
関係の調査を求める ことにはな らないこ と は 明らかとい う べき であ る 。
被告人の告知義務を否定 した場合 、 振込依頼人で あ からは、·
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4 6 3 0 万 円 にも及ぶ本件振込 が誤振込であ り 、 しかもその原資が公

金であると主張され、被告人からの払 出請求に応じないよう求められ、

他方において、 被告人との間では誤振込相当額の預金債権が成立して

いるとい う 状況にある本件被仕向銀行において、 被告人が誤振込であ

る冒の認識を有 していることを知る こ とができな いまま、 被告人から

債務不履行責任 を 追及される リ ス ク を負担 して権利行使を拒否するか、

振込依頼人から損害賠償請求を受け る リ ス ク を負 担 して被告人の権利

行使に応じるかの判断を迫られるので ある。被告人の告知義務を否定

する所論 は、 むしろ、 本件被仕向銀行を振込依頼人と 受取人との原因

関係をめ ぐる紛争に巻き込み、 振込依頼人や受取人ほか関係者間の無

用 の紛争を 招くものであ り 、 ひいて は安全な振込送金制度の円滑な運

用 を妨げるものである と いわざ るを得ないのである。

(4) また、 所 論 は、 ①原判決は 「誤っ て受取人 口 座に金銭が振 り 込ま れ

た事実を知った後 、 直 ちにこれを被仕向銀行に告知しなければならな

い」 と するが、 そ の よ う な根拠は見出せない上、 そのような積極的な

告知義務 を認めれば、 誤振込が行われ受取人が そのことを知った後、

被仕向銀行に連絡せず払戻等 も 行わずにただ放置した場合にも、 銀行

との関係で不法行為 と 認定されるおそれが生じ不当である、 ②原判決

は、 誤振込の際、 受取人が被仕向銀行に連絡し、 組戻し手続が行われ

ると いう解決方法を唯一の前提として 論 を進め、 誤振込を知った受取

人 が銀行へ の 告知 義務 を果たさな ければ振込依頼をす る ことが 許 さ

れないというもので、 誤振込事案 において組戻 し手続を介 さ な い解決

方法を全て違法化して処罰可能と するもの である、 ③原判決は、 信義

則上の告知義務について、 受取人側からの即時積極的 な 義務と曲解し、

何ら留保を付 けることもなく、 銀行が誤振込を知った場合で必要な調

査を終了していたとしても、 なお課される強い義務として拡張 し処罰
-――-

l――-.
 

10 

一

トー
L
9
1
'



年、-'
皐
卓←宇『j

i

譴
匹

露

―――-――-―
吾―――-
「n=―-―_―――-l―-―l-――-l ']-l-l「-―――――-l .l_-J.—___
 
―ー―

の輪郭をあやふやなものとするもので罪刑法定主義にも反する し、 ま

た、 本件においては、 平成1 5年判例の事案と比べても告知義務の根

拠となる利益は著 し く 低 く 、 何らかの信義則上の義務が観念 されると

し て も 、 そのような弱い信義則上の義務によっ ておよそ実現不可能な

行為を行う義務を重い刑罰 で も って科す こ とは正当 化されないなど

と線々 主張するのである。

しか しながら、 上記所論 ①については、 被告人が、 振込依頼人から

告 げられて誤振込の事実を十分に承知 していながら、 そ の 日 の う ちに

自己の用 途に費消するため誤振込に係る債権を行使 したとい う 本件事

実関係をみれば、 前述 したとおり、 本件において 、 信義則上も条理上

から しても、 被告人が誤振込の事実 を 知 っ た以上直ちに 告知すべき義

務があった と い う原判決の判断が不当で誤りがあるなどとはいえない。

放置 した場合等仮定の事実関係を前提に原判決の判断を論難する所 論

は当を得た主張とはいえない。 上記所論 ②についてみても、原判決は、

本件においては関係者全員が組戻 し手続に よって解決す る ことを前提

に動いていたことを踏ま えて説示 しているにすぎず、 それ以外の相当

な解決方法を否定 しているものではな く 、 そ の場合に まで告知義務に

違反することに起因する犯罪が成立するとまでいうものではないか ら、

所 論 は原判決を的確に論難するも のとはい えない。 上記所論③は、 前

述 したとおり、 平成 1 5 年判例で指摘 さ れている銀行実務の実際を正

解 しない まま、 同判例を踏まえた原判決 の説示 を 論 難 し ている も ので

あって、 お よ そ採用の限りではない。

(5) なお、 所論は、 被告人が本件各送金行為等をするに当たり誤振込の

事実について入力 を求められてお らず、 仮に自 らその情報を入力 しよ

うと し ても入力する場面がなかったなど と いう事実を前提と して、 シ

ス テ ム上、 振込等に係る債権が誤振込によっ て 生じた も のかについて

麿
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関心は払われていないのであり、それにもかかわらず情報入力者が誤

振込に よ る旨の告知が必要であ ると判断する こ とは困 難であ る な ど

と指摘し、 こ の よ うな点 も被告人の告知義務を否定する根拠であ る か

の よ う な主張をも するのである。

しかしながら、本件において、被告人に告知義務が認められる理 由

は前述したとおりであり、他方で、後述するとおり、所論が指摘する

支払委託や振込依頼の各手続は、通常の利用者すなわち権利行使に当

たり告知義務が必要であるなどといっ た何らかの制 限を有していない

者である こ とが当然の前提として求められているのであっ て、当該手

続内で告知を求められない、告知 内 容 を入力す る 場面 がないとい っ た

事情は、告知義務を課せられた者が果たすべき義務を否定す る 理 由 に

はお よ そ ならないのであ る 。 被告人は告知義務 を果たす こ とが可能で

ありながら、 自 己の意思で上記の よ うな支払委託や振込依頼の手続を

執っ て いるのであ り 、所論が指摘する事実は本件において告知義務を

否定する理由 にならな い こ と は明 らかというべきである。 対面と非対

面で告知義務の有無の判断は何 ら 異ならない旨を説示する原判決もそ

の よ うな趣旨をいうものと解され、その 旨の原判決の判断に誤 り は な

v ヽ。
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1
?

2 論 旨は、さらに、 被告人が本件送金行為等をするに当たり虚偽の情報

を入力 したと判断した原判決には事実誤認ない し法令適用の誤りがあ

ると いうのであるが、その点に関する所論 は、要旨、被告人 と 本件被仕

向銀行との間に本件誤振込金相当額の普通預金債権が成立し、被告人が

同銀行に本件誤振込金相当額の 預金債権を有しており、誤送金に よ っ て

成立 した普通預金契約に基づ く 受取人から被仕 向銀行に 対する支払委

託や振込依頼については、不当利得返還債務の履行手段を目的としたも

のに限定されることはなく民法上の権利行使として可能であり一 、 ま た、

12 
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権利者 と 情報入力者の人格の同 一性 を 偽った場合にそれが虚偽の情報
に 当 た る に し て も 、 その射程はそれ以上には及ばないな どと指摘した上

で 、 ①被告人が入力 した情報は 、 自 己の預金 口 座について 、 自 己のパス

ワ ー ドを使用して、 有効に成立した預金残尚の範囲で送金依頼等をした

ものであ り 、 虚偽の情報 を入力していないにもかか わ ら ず、 原判決は、

被告人が入力した情報に
｀
「正当な権利行使で あ ると い う 情報 」 が含まれ

る こ と について 、 証拠に よらずに認定 し犯罪事実においても正 当な権利

行使である と い う 情報を与えたとは示していない 、 ②刑 法 2 4 6 条の2

....い つ 「情報」 に 、 被害者 と された一銀行において利害関係を

負わない 「原因関係の有無」 までは含まれない に も かかわらず 、 原判決

は 、 預金契約の原因 関係まで取 り 込んで刑法2 4 6 条の2 の f虚偽の情

報」 に当た るとの判断を してお り 、 そ の法解釈ないし法適用は不意打ち

でもあ り 罪刑法定主義にも違反する 、 ③'’’’’卜行の普通預金規定

等は、 払戻請求者が ［正当な権限」 を有することを求めてはい るが、 そ ＼

れは主体の同一性の問題であ り 、 それ以上に預金成立時の原因行為の有

無な ど を確認す るこ とを求めて いないな どとい う のであ る。

し かしながら 、 まず、 所論がその主張の前 提 と す る 判例についてみ る

、 に 、 平成 8 年判例は 、 誤振込によって 成立した預金債権を第三者が差し

押 さ えたのに対し振込依頼人が第三者異議の訴え を提起 したものであ

り 、 受取人が成立した債権につい て権利行使 した事案ではない し 、 また、

平成 2 0 年判例は、 受取人が被仕向銀行に対し払戻請求をして い る もの

の 、 その請求は第三者 に よって払い出された 自 己の金銭の取戻しの側面

を有して いた事案で あ る 。 そして 、 各判例共 に 、 誤振込金一般 について 、

受取人が民法上無制約 に権利行使可能であ る とは判示していないので

あって、 平成 1 ..5 年判例は、 誤 っ た振込については受取人においてこれ

を振込依頼人等に返還しなけ ればならない関係 にあ り 、 誤った振込金額
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相当分を最終的に自 己の も の と すべ き 実質的な権利はな い な ど と 指摘

した上、 受取人に告知義務を認めている ことは 、 受取人が、 誤振込に係

る 債権についておよそ制約 な く 権利 行使できるも のではない こ と を前

提 と している も の と解 さ れ る ので あ る 。 なお、 平成 l 8 年判例の説示が

人格の同 一性を偽った場合に虚偽の 情報を入力 したこと に な る と 理解

さ れ る にし て も 、 虚偽の情報がそれに限定 さ れ る と 説示している と は解

さ れないのである から、 所論はその主張の前提 と す る 各判例を正解しな

い も のといわざる を得ないのである。

そこで 、 上記所論①についてみ る に、 所論は、 要する に、 実際に入力

した情報のみを取 り 上げて 、 本件送金行為等が正当な権利行使であると

いう 情報も含んで入力した事実はなく その よ う な入力を求められて も

いないな ど と いうのであ るが、 本件において 、 被告人が情報を入力した

電子計算機は 、 利用者が銀行織員等 と 対面する こ と な く 即時に支払委託

や振込依頼を行う 手続を支え る も のであって 、 その よ う な手続を安全円

滑に機能させる ためには 、 その利用者は権利行使に当たり告知義務が必

要である な どといった何らかの制 限を有していない者 であ る こと が当

然の前提として求め られている と解 される のである。 した、がって 、 被告

人が上記電子計算機に振込依頼等をする 情報を入力した以上は、 権利行

使に何 ら 制 限のない権利者と して権利を行使す る 旨の情報を入力 した

こと にな る とみる べ きであり、 原判決が、 直接入力した情報等だけでな

く 、 そ の前提と して、本件送金行為等が正当 な権利行使である と いう 情

報も 含まれていると解し 、 本件送金行為等が正当な権利行使ではないに

も かかわら ず本件各入力行為を正当 な権利行使であ
｝
る と いう 情報を 与

え る 入力操作をしたと判断したことに誤＇りはない。 その上で、 原判決は 、

犯罪事実の項において、 本件誤振込を認識 し て し ヽ る 被告人が、 その旨■

ー銀行に告知 していないため、 支払委託や振込依頼等をすること

14 
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が許 さ れないのに 、 上記のよ う な振込依頼等をする ことによ って虚偽の

情報を与えたと的確に摘示し ているのである。 そのよ うな原判決につい

て、 電子計算機使用詐欺罪の 「情報」 の解釈 に も 要件該当性の判断に も

誤 り を見出すことはでき ないのである 。 上記所論②について みても、 前

述したとお り 、 被害者であr：� 受取人が誤振込

であること な い し原因 関係がないこと を 認識
9
していると知る こ と には

重要な意義があるから、 これ について同銀行が利害関係を負わないなど

ということはでき ないのであって、 所論は平成 1 5 年判例の趣旨を 正解

しないものといわ ざるを得ない。 また、 原判決が預金契約の原因 関係ま

で取 り 込んで刑法2 4 6条の2の 「虚偽の情報」 に当 たると の判断を し

・ ているものでない こ とは、 その判断内容全体の趣旨から明らかであ り 、

所論は原判決を正解 し ているとはいえない。 さ ら に 、 所論は原判決が自

己の見解と異なる法解釈等を し ていると論難 しているにすぎず、 その法

解釈ない し法適用は不意打ちであ り 罪刑法定主義に も違反するな どと

いう所論も採用の限り ではない。 また、 上記所論③についてみても 、 普

通預金規定で求め られてい る 正 当 な権限を有するとは主体の同一性 に

限られるとい う 所論 の主張は、 普通預金規定等の文言とも整合 し な い独

自 の解釈に基づく ものといわ ざるを得ないのであっ て、 およ そ採用の限

り ではない。

なお 、 前述 したとお り 、 原判示第 1の 「振込依頼等 をする旨の虚偽の

情報」 との記載部分は、 前提となる当該事実摘示から し て、 （決済代金

の） 「支払委託等をする 旨の虚偽の情報」 の明白 な誤記と認め られると

ころ 、 所論は、 原判決は、 デビ ットカー ド決済 （原判示第1の事実） に

ついて特別な検討を加えずに 、 イ ンタ ーネットバンキング （原判示第 2

の各事実） と同様の処理とみているが、 両者は直接情報入力 をする相手

方 、 入力 さ れた情報内容、 入力時の情報、 その後の処理等多く の、点が全

3
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しかしながら、 関係証拠によれば、 犯罪事実の項の

原判示第 1 に摘示するとおり、 被告人が、 デビットカ ー ドを 決済手段と

して利用 し、 イ ンタ ーネッ ト 上に情報を入力 することによって 、 最終的

こ被告人口座に係 る 銀行である一銀行の電子計算機に対し具

体的な決済金額の支払委託をする旨の虚偽の
；
情報 を与えたとい う 事実

は優に認定することができ るのであって 、 こ の点に関する原判決の認定

判断に誤 り はな く 、 その事実摘示全体が不合理であるなど と はい えない。

4 以上の と お り 、 原判決を線々論難する所論を検討してみ て も 、 受取人

が被仕向銀行に対し誤 っ た 振込が あ る と の認識を告知するこ と は被仕

向銀行にとっ て必要な情報であ り 、平成 1 5年判例がいう 確認、 照会等

の 手続を含む銀行実務に照 らし手続上の重要な要素という べ き で あ っ

て、 そのよう な事柄を踏まえた上、 被告人に告知義務 を認め、 本件送金

行為等が正当 な権利行使 と はいえないとの判断を示し、 被告人に電子計

算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決に事実 の誤認あるいは法令適用 ．． 

の誤りが あるな どとは認められない。

事実誤認ないし法令適用の誤りをい う 論 旨は理由 が ない。

訴訟手続の法令違反 をいう 論旨について

所論は、 その趣旨が必ずし も 明 ら かではないが 、原審の訴訟手続には 、

信義則上の 告知義務の前提 と なる 重要な事実について審理が尽く さ れ

て お ら ず、 「虚偽の情報」 の解釈や要件該当 性を検討する機会 も 与えら

れずに不意打ち的な認定をし、 さ らには、 長期にわた って打合せ期日 に

お け る非公開 の手続に より進行 さ れ、 裁判 の公開原則に違反するおそれ

も あるな ど と線々主張し、 原審の 訴訟手続の違法をいう も の と解 される。

しかしながら、 原審記録に よれば、・ 所論が指摘する事実関係の認定及

び証拠関係、 さらには法令解釈の点において も 、 主張立証の機会が相応

lu 
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に与 え ら れ十分に審理が尽くされていたものとみ る ことがで き 、 不意打

ち的な認定判断な どと 論 難されるような手続的な事情 は何ら見受けら

れ な い の であり、 また、打合せ期 日 を重ねて 公判審理及び判決に至った

訴訟経過にも特段の問題は見出せな いのであり、 その主張は単に原審の

訴訟指揮に対する不満を述べて いるにす ぎないといわざるを得 な いの

である。・

訴訟手続の法令違反をい う 論 旨も理 由がない。

ょ つ て、 刑 訴法 3 9 6 条により本件控訴を棄却する こ と と し て、 主文のと

おり判決する。

令和 6 年 6 月 1 1 日

・ ・ 広島高等裁判所第 1 部

，

 

．

 

．

 

、

V

9‘

 

＇

 

，
 

裁判長裁判官
' . 

裁判官

裁判長裁判官

告 ね

裁判官富張真紀は転補のため署名 押印する こ とができな い。

甚
これは昭本である。

. •  J}ij 同 日 同 庁
、し． 裁判所芭記官 佐 々 木 純

,̀•
I

 

-‘.5、

17 

. . . , , .  




